
資料１
電 気 通 信 審 議 会 委 員 名 簿

（五十音順 敬称略）

氏 名 主 要 現 職

会 長 那 須 翔 東京電力（株）相談役
な す しょう

会長代理 齊 藤 忠 夫 東京大学大学院工学系研究科教授
さ い と う た だ お

委 員 有 吉 孝 一 安田火災海上保険（株）相談役
あ り よ し こ う い ち

〃 安 西 邦 夫 東京ガス（株）会長
あ ん ざ い く に お

〃 北 岡 隆 三菱電機（株） 相談役常任
き た お か たかし

〃 清 原 慶 子 東京工科大学メディア学部教授
き よ は ら け い こ

〃 後 藤 守 正 （株）ダイレックスジャパン代表取締役社
ご と う も り ま さ

長

〃 椎 名 武 雄 日本アイ・ビー・エム（株）最高顧問
し い な た け お

〃 鈴 木 勝 利 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合
す ず き か つ と し

連合会委員長

〃 醍 醐 聰 東京大学大学院経済学研究科教授
だ い ご さとし

〃 月 尾 嘉 男 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
つ き お よ し お

〃 鶴 田 卓 彦 （株）日本経済新聞社社長
つ る た た く ひ こ

〃 中 尾 哲 雄 （社）テレコムサービス協会副会長
な か お て つ お

〃 長 尾 立 子 （社福）全国社会福祉協議会会長
な が お り つ こ

〃 西 井 昭 日本船舶通信（株）相談役
に し い あきら

〃 林 敏 彦 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授
はやし と し ひ こ

〃 藤 井 義 弘 日立造船（株）会長
ふ じ い よ し ひ ろ

〃 藤 原 まり子 （株）博報堂生活総合研究所客員研究員
ふ じ わ ら ま り こ

〃 舟 田 正 之 立教大学法学部教授
ふ な だ ま さ ゆ き

〃 村 上 政 敏 （株）時事通信社社長
む ら か み ま さ と し

〃 百 﨑 英 （社）行政情報システム研究所理事長
も も ざ き ひでる

〃 吉 岡 初 子 主婦連合会事務局長
よ し お か は つ こ
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資料２

電 気 通 信 事 業 部 会 委 員 等 名 簿

（五十音順 敬称略）

氏 名 主 要 現 職

（部会長）

齊 藤 忠 夫 東京大学大学院工学系研究科教授
さ い と う た だ お

（部会長代理）

百 﨑 英 （社）行政情報システム研究所理事長
も も ざ き ひでる

（委 員）

醍 醐 聰 東京大学大学院経済学研究科教授
だ い ご さとし

林 敏 彦 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授
はやし と し ひ こ

藤 井 義 弘 日立造船（株）会長
ふ じ い よ し ひ ろ

舟 田 正 之 立教大学法学部教授
ふ な だ ま さ ゆ き

吉 岡 初 子 主婦連合会事務局長
よ し お か は つ こ

（専門委員）

酒 井 善 則 東京工業大学工学部教授
さ か い よ し の り

佐 藤 治 正 甲南大学経済学部教授
さ と う は る ま さ

藤 原 淳 一 郎 慶應義塾大学法学部教授
ふ じ わ ら じゅんいちろう
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資料３

接 続 小 委 員 会 委 員 等 名 簿

（五十音順 敬称略）

氏 名 主 要 現 職

（主査）

齊 藤 忠 夫 東京大学大学院工学系研究科教授
さ い と う た だ お

（主査代理）

醍 醐 聰 東京大学大学院経済学研究科教授
だ い ご さとし

（専門委員）

酒 井 善 則 東京工業大学工学部教授
さ か い よ し の り

佐 藤 治 正 甲南大学経済学部教授
さ と う は る ま さ

藤 原 淳 一 郎 慶應義塾大学法学部教授
ふ じ わ ら じゅんいちろう
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資料４

９２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 諮　問　第　４　７　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１２年１０月１１日

　電気通信審議会
　会長　那須　翔　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵政大臣　平林　鴻三

諮　　問　　書

　電気通信事業法の一部を改正する法律（平成９年法律第９７号。以下「改正
法」という。）附則第１５条を踏まえた接続ルールの見直しについて諮問する。

（諮問理由）
　接続に係る制度（以下「接続ルール」という。）については、平成８年１２
月、貴審議会より「接続の基本的ルールの在り方」について答申され、これを
踏まえて平成９年に電気通信事業法の改正を行ったが、その際電気通信分野が
非常に変化の激しい分野であることや長期増分費用方式の導入を念頭に置き、
改正法の施行後３年（平成１２年度）を目途に見直しを行う旨附則に規定され
た。
　接続ルール制定時に、検討が予定されていた長期増分費用方式導入について
は、既に貴審議会への諮問、答申を経て法律改正を終えている。また、アンバ
ンドル、コロケーション等の制度についても、逐次貴審議会に諮問し、答申を
踏まえその実現が図られ、所要の法令改正が進んできているところである。
　しかしながら、他方で、移動体通信事業の扱いを含む不可欠設備の範囲等に
ついての検討が課題とされているほか、新たな検討課題として光ファイバのア
ンバンドルルールの在り方について速やかに検討の場を設けるよう本年８月
３１日の貴審議会答申で求められているところである。そこで、これらの項目
を含め、改正法の規定に基づき接続制度全体について検討を加え、必要な措置
を講ずるため貴審議会に諮問するものである。

（参考）電気通信事業法の一部を改正する法律附則第１５条
政府は、この法律の施行後３年を目途として、接続に係る新法の規定
の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、接続に係る制度に
ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。



資料５

９３

電気通信審議会総会、電気通信事業部会
及び接続小委員会の開催状況

10月 10日 （郵政省において、電気通信事業法の一部を改正する法律附則第１５条を踏
まえた接続ルールの見直しに関する意見募集）

10月 11日 第１１４回電気通信審議会総会
・　諮問

10月 20日 第１９５回電気通信事業部会
・　今後の進め方について

10月 23日 （意見募集締切）
10月 25日 接続ルールの見直しに関するヒアリング

①　（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
②　東日本電信電話（株）及び西日本電信電話（株）
③　（株）ディーディーアイ、日本テレコム（株）及び東京通信ネットワー
ク（株）
④　イー・アクセス（株）
⑤　東京めたりっく通信（株）

10月 27日 第３２回接続小委員会
・　論点整理
・　フリーディスカッション

11月 9日 第３３回接続小委員会
・　接続小委員会報告案審議

11月 13日 第３４回接続小委員会
・　接続小委員会報告案審議

11月 17日 第１９６回電気通信事業部会
・　第一次答申（草案）審議

11月 17日 「接続ルールの見直しについて」第一次答申（草案）に対する意見募集
12月 4日 意見募集締切
12月 8日 第３５回接続小委員会

・ 意見募集結果に対する考え方等について審議
12月 13日 第３６回接続小委員会

・　第一次答申（案）審議
12月 15日 第１９７回電気通信事業部会

・　第一次答申（案）審議
12月 21日 第１１５回電気通信審議会総会

・ 第一次答申（案）審議
・ 第一次答申

注　「電気通信事業法の一部を改正する法律（平成９年法律第９７号）附則第
　１５条を踏まえた接続ルールの見直し」関連の審議事項のみを記載。


